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（３） 障がい福祉サービスの支給決定状況 

 

支援区分別障がい者支給決定者数（各年度末時点）                      （単位：人） 

支援区分 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

区分６ 237 244 245 259 255 

区分５ 177 187 186 193 196 

区分４ 191 188 190 192 202 

区分３ 252 239 237 231 223 

区分２ 112 126 150 151 166 

区分１ 16 14 13 13 10 

合計 985 998 1,021 1,039 1,052 

 

支援区分別障がい児支給決定者数（各年度末時点）                       （単位：人） 

支援区分 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

区分３ 285 337 237 231 223 

区分２ 120 94 150 151 166 

区分１ 19 8 13 13 10 

合計 424 439 400 395 399 

 

障がい福祉サービス支給決定状況の推移（各年度末時点）                  （単位：人） 

サービス種類 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

居宅介護等 384 ３８４ 402 387 395 

生活介護 496 ４９６ 513 524 509 

自立訓練（機能訓練） 8 ５ 5 6 4 

自立訓練（生活訓練） 27 ４１ 33 20 11 

就労移行支援 41 ４６ 26 31 25 

就労継続支援Ａ型 53 ５２ 52 50 47 

就労継続支援Ｂ型 578 ５７５ 633 704 775 

就労定着支援 ０ ６ 11 21 21 

児童発達支援 86 ９１ 70 76 75 

放課後等デイサービス 306 ３１９ 353 357 394 

保育所等訪問支援 129 １３３ 83 70 45 

短期入所支援 249 ２５０ 229 223 223 

療養介護 58 ５８ 52 51 49 

共同生活援助 
（グループホーム） 

189 １８９ 208 216 215 

施設入所支援 288 ２８８ 289 293 283 

自立生活援助 ０ ８ 15 16 14 

計画相談支援 １，４50 １，４５６ 1,488 1,552 1,584 

地域移行支援 4 ３ 3 4 6 

地域定着支援 70 ７２ 85 91 105 

障がい児相談支援 404 ４２６ 435 444 474 

 
資料：出雲市福祉推進課調べ 
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（４） 各種相談実績 

〇相談支援事業   

（件数） 

 支援内容 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

 福祉サービスの利用に関する支援 17,478 15,151 12,582 

 障がいや病状の理解に関する支援 3,253 3,368 2,497 

 健康・医療に関する支援 5,863 5,067 4,684 

 不安の解消・情緒安定に関する支援 6,480 6,648 6,491 

 保育、教育に関する支援 1,876 1,439 1,072 

 家族関係・人間関係に関する支援 3,993 3,743 2,961 

 家計・経済に関する支援 2,486 2,281 1,967 

 生活技術に関する支援 1,356 1,717 1,552 

 就労に関する支援 1,501 1,451 1,356 

 社会参加・余暇活動に関する支援 452 509 581 

 権利擁護に関する支援 324 237 191 

 その他 4,028 3,480 3,137 

 合計 49,090 45,091 39,071 

 
※障がい者、障がい児の保護者等からの相談に対して、市及び市内の委託相談支援事業所において行っ

た支援件数 

〇障がい者虐待に関する相談・通報   

（件数） 

 虐待内容 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

 身体的虐待 9(6) 4(1) 5(2) 

 心理的虐待 9 8 7(2) 

 経済的虐待 3 1 3 

 放棄・放置 5 2 1 

 性的虐待 1 2 1(1) 

 不明 1 0 0 

 合計 28(6) 17(1) 17(5) 

 ※種別区分は重複あり  ※（  ）は市が障がい者虐待の認定した数 

〇障がい者差別に関する相談   

（件数） 

 差別内容 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

 不当な差別的取扱い 1 1 0 

 合理的配慮の不提供 0 0 1 

 その他 2 2 0 

 合計 3 3 1 
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７．アンケート集計結果概要 
 

本計画の策定にあたり、障がい者やサービス事業者等へのアンケートを行いました。アンケート

の実施にあたっては、厚生労働省の調査研究事業「地域生活支援事業の効果的な取組推進事

業」を活用しました。 

調査目的 ① 移動支援事業、障がい者福祉タクシー制度の利用実態及びニーズ把握 

② 日中一時支援事業の利用実態及びニーズ把握 

③ 地域生活支援拠点整備事業（ささえ愛サポート）の利用実態及びニーズ 

把握 

④ 「第７期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画」のニーズ把握 

⑤地域資源のニーズ把握 

⑥新型コロナウイルス感染症の影響 

調査対象 ◆利用者（当事者） 

  サービス利用者、障がい者手帳所持者から１，０００人を抽出 

◆運営法人、事業所 

  本市内でサービスを提供している全事業所（１３７事業所） 

  及びその運営法人（８０法人） 

調査方法 利用者：直接記入式の調査票を郵送により発送・回収 

運営法人、事業所：Ｗｅｂによる回答 

調査実施時期 令和４年（２０２２）８月２６日（金）～１０月７日（金） 

回答状況 利用者 ５２３人  （５２.３%） 

運営法人 ６６法人 （８２.５%） 

事業所 １１２事業所（８１.８%） 
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（１）障がい福祉サービス・地域生活支援事業に係る結果 

【利用者】アンケート 

〔１〕あなたは、次の障がい福祉サービスを利用していますか。また、今後利用したいですか。 

◆ 訪問系サービス（①から⑥それぞれの現在と今後に〇を１つずつ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1

3.8

5.2

7.8

1.9

4.2

78.0

85.7

83.6

82.8

86.6

85.5

5.9

10.5

11.3

9.4

11.5

10.3

24.3

11.3

8.6

23.9

10.1

19.1

60.6

72.3

75.1

62.0

73.2

66.0

15.1

16.4

16.3

14.1

16.6

14.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①居宅介護 現在

今後

②重度訪問介護 現在

今後

③同行援護 現在

今後

④行動援護 現在

今後

⑤重度障がい者等包括支援 現在

今後

⑥自立生活援助 現在

今後

利用している 利用していない 無回答（現在）

利用したい 利用希望はない 無回答（今後）

(n=523）
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◆日中活動系サービス（18歳以上の方：⑦から⑯それぞれの現在と今後に〇を１つずつ、18

歳未満の方：⑦は現在と今後に〇を１つずつ、⑧から⑯は今後にのみ〇を１つ） 

 
 

◆ 居住系サービス（⑰と⑱それぞれの現在と今後に〇を１つずつ） 

 

7.1

22.2

8.3

8.0

3.1

6.7

2.3

23.3

4.1

2.8

85.5

67.2

82.4

82.4

86.8

82.9

84.8

65.9

84.5

84.8

7.5

10.6

9.3

9.6

10.1

10.3

12.9

10.9

11.4

12.4

33.1

29.8

23.9

35.0

29.6

29.6

21.6

35.9

27.5

16.4

55.3

54.9

64.2

53.0

58.7

58.1

63.1

51.2

58.7

68.3

11.7

15.3

11.9

12.0

11.7

12.2

15.3

12.8

13.8

15.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑦短期入所 現在(n=523)

今後(n=523)

⑧生活介護 現在(n=387)

今後(n=523)

⑨自立訓練（機能訓練） 現在(n=387)

今後(n=523)

⑩自立訓練（生活訓練） 現在(n=387)

今後(n=523)

⑪自立訓練（宿泊型訓練） 現在(n=387)

今後(n=523)

⑫就労移行支援 現在(n=387)

今後(n=523)

⑬就労継続支援Ａ型 現在(n=387)

今後(n=523)

⑭就労継続支援Ｂ型 現在(n=387)

今後(n=523)

⑮就労定着支援 現在(n=387)

今後(n=523)

⑯療養介護 現在(n=387)

今後(n=523)

利用している 利用していない 無回答（現在）

利用したい 利用希望はない 無回答（今後）

8.6

2.1

70.4

76.3

21.0

21.6

27.0

25.2

57.2

59.3

15.9

15.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑰共同生活援助

（グループホーム）現在

今後

⑱施設入所支援 現在

今後

利用している 利用していない 無回答（現在）

利用したい 利用希望はない 無回答（今後）

(n=523）
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◆ 児童に関するサービス（18歳未満の方：⑲から㉓それぞれの現在と今後に〇を１つずつ） 

 
 

 

⚫ 概ね、どのサービスも今後の利用希望が現在の利用より多くなっています。 

⚫ 「共同生活援助（グループホーム）」は今後の利用意向が２７%、「施設入所支援」は今後の利

用意向が２５．３%とともに高くなっています。 

⚫ 「放課後等デイサービス」は現在７７．９%の利用に対して、今後の利用が７５．７%となっていま

す。 

  

19.9

8.1

77.9

16.9

75.0

86.8

18.4

77.2

94.9

5.1

5.1

3.7

5.9

5.1

25.0

21.3

75.7

33.1

8.1

64.7

72.1

16.2

58.8

83.8

10.3

6.6

8.1

8.1

8.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑲児童発達支援 現在

今後

⑳児童発達支援（医療型） 現在

今後

㉑放課後等デイサービス 現在

今後

㉒保育所等訪問 現在

今後

㉓居宅訪問型児童発達支援 現在

今後

利用している 利用していない 無回答（現在）

利用したい 利用希望はない 無回答（今後）

(n=136）
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〔２〕あなたは、次の地域生活支援事業を利用していますか。また、今後利用したいですか。 

 

⚫ いずれのサービスにおいても、今後の利用希望が現在の利用より多くなっています。 

⚫ 「相談支援事業」は今後の利用意向が６３．９%と最も高く、次いで「移動支援事業」「日中一

時支援事業」が高くなっています。 

 

  

57.9

0.6

1.3

37.9

3.6

23.5

1.1

1.9

0.4

33.5

84.1

85.9

53.2

84.5

66.0

84.9

83.0

83.4

8.6

15.3

12.8

9.0

11.9

10.5

14.0

15.1

16.3

63.9

3.3

13.4

49.5

12.6

33.8

13.2

3.3

2.9

20.7

77.8

69.4

36.3

70.9

50.9

69.4

78.4

78.2

15.5

18.9

17.2

14.1

16.4

15.3

17.4

18.4

18.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①相談支援事業 現在

今後

②手話通訳者等派遣事業 現在

今後

③コミュニケーション支援事業 現在

今後

④移動支援事業 現在

今後

⑤訪問入浴事業 現在

今後

⑥日中一時支援事業 現在

今後

⑦知的障がい者職親委託制度 現在

今後

⑧点字・声の広報発行事業 現在

今後

⑨手話通訳者設置事業 現在

今後

利用している 利用していない 無回答（現在）

利用したい 利用希望はない 無回答（今後）

(n=523）
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（２）地域生活支援拠点整備事業（ささえ愛サポート）に係る結果 

【利用者】アンケート 

〔１〕地域生活支援拠点（ささえ愛サポート）を知っていますか。 

  
 

〔２〕地域生活支援拠点（ささえ愛サポート）を今後利用したいですか。  

 

 
 

 

⚫ 「地域生活支援拠点（ささえ愛サポート）」を知っているのは１０．９%ですが、今後の利用希望

が４４．２%となっています。 

 

 

 

  

知っている

10.9%

知らない

82.4%

無回答

6.7%

(n=523)

利用したい

44.2%

利用希望はない

44.6%

無回答

11.3%

(n=523)
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（３）地域資源のニーズに係る結果 

【利用者】アンケート 

〔１〕あなたは、休日どのように過ごしたいですか。（あてはまるものすべてに〇） 

 

 

その他の内容：友達と過ごす／自然と触れ合う／家族と外出／旅行、など 

〔２〕あなたは、施設以外の住み慣れた地域で生活したいですか。 

 

2.5%

7.1%

62.0%

4.6%

37.3%

23.9%

9.9%

27.9%

9.4%

3.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ボランティアなど収入を得ない活動をしたい

家庭内の仕事（家事・育児・介護など）をしたい

自宅で過ごしたい

入所施設や病院などで過ごしたい

商業施設（スーパー、飲食店など）へ出かけたい

公共施設（公園、図書館、博物館、美術館など）へ

出かけたい

習い事に通いたい

娯楽施設（映画館、ゲームセンターなど）へ出かけたい

その他

無回答 (n=523)

はい

61.0%

いいえ

24.3%

無回答

14.7%

(n=523)
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〔３〕どのような生活を希望しますか。（〇は 1つ） 

 
その他の内容：考え中、わからない／バリアフリーで、何かあればいつでも人（介助者）が助けてく

れる環境があれば、自宅で生活したい、など 

 

〔４〕住み慣れた地域で生活するためにどのようなことが必要ですか。（①から⑥それぞれ〇を

1つずつ） 

 

⚫ 休日の過ごし方の希望は、「自宅で過ごしたい」が最も多く６２％、次いで「商業施設へ出かけ

たい」３７．３％、「娯楽施設へ出かけたい」２７．９％となっています。 

⚫ 施設以外の住み慣れた地域での生活希望が６１％、その中で「家族と一緒に暮らしたい」が最

も多く６３．９％となっています。 

⚫ 住み慣れた地域で生活するために必要なこととして「困りごと等の相談支援」が最も多く８４％、

次いで「地域住民の理解」７８．６％となっています。 

一般の住宅（一戸建

て、マンション、ア

パート）で一人暮らし

をしたい

18.5%

家族と一緒に暮ら

したい

63.9%

グループホームを

利用したい

8.8%

その他

4.4%

無回答

4.4%

(n=319)

45.8

31.0

8.5

19.7

18.2

10.7

18.8

11.6

4.4

9.7

11.0

7.8

13.8

22.3

24.8

24.8

27.6

28.8

17.9

31.3

59.2

43.3

39.5

49.8

3.8

3.8

3.1

2.5

3.8

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①在宅での医療的ケア

②障がい特性に適した住居の確保

③困りごと等の相談支援

④介護者の不在、パニック等緊急時の受け入れ体制

⑤緊急時や一人暮らしに備えたサービスの体験利用

⑥地域住民の理解

必要ではない どちらかというと必要ではない
どちらかというと必要 必要
無回答 (n=319）
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【法人】アンケート 

〔１〕 貴法人内の各事業所の拡張予定はありますか。（〇は１つ） 

 

 

 

〔１－１〕「ある」を選択した法人にお聞きします。拡張する事業所名、事業名、利用定員を記入

し、拡張時期を選択してください。 
 

法人 事業名 

利用定員（人） 拡張時期 

拡張前 令
和
４
年
中 

令
和
５
年
中 

令
和
６
年
中 

令
和
７
年
中 

令
和
８
年
中 

未
定 

拡張後 

A 就労継続支援 B型 
20 

〇      
35 

B 相談支援事業 
3 

 〇     
10 

C 就労継続支援 B型 
10 

  〇    
20 

D 就労継続支援 B型 
0 

  〇    
20 

E 居宅介護 
1 

 〇     
3 

 

 

 

〔２〕 貴法人内の各事業所で、新規事業への参入予定はありますか。（〇は１つ） 

 

 

ある

7.6%

ない

92.4%

(n=66)

ある

21.2%

ない

78.8%

(n=66)

●「ある」の回答数が５件、「ない」が６１件

となっています。 

 

●「ある」の回答数が１４件、「ない」が５２

件となっています。 
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〔２－１〕「ある」を選択した法人にお聞きします。事業所名、参入する事業名、利用定員を記入

し、参入時期を選択してください。 
 

法人 事業名 利用定員（人） 

参入時期 

令
和
４
年
中 

令
和
５
年
中 

令
和
６
年
中 

令
和
７
年
中 

令
和
８
年
中 

未
定 

A 放課後等デイサービス 10      〇 

B 共同生活援助 20  〇     

C 就労継続支援 B型 20     〇  

C 居宅介護 20      〇 

D 短期入所 空床型 〇      

E 居宅介護事業 20  〇     

E 
児童発達支援・放課後等

デイサービス 
10  〇     

E 就労継続支援 B型 10  〇     

F 放課後等デイサービス 10      〇 

F 地域生活支援事業 5      〇 

G 就労移行支援 8    〇   

H 未定 20  〇     

I 放課後等デイサービス 10   〇    

J 放課後等デイサービス 10  〇     

K 放課後等デイサービス 10      〇 

L 未定 未定  〇     

M 未定 未定      〇 

N 未定 未定      〇 
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〔３〕 貴法人内の各事業所で、廃止する予定の事業はありますか。（〇は１つ） 

 
 

 

〔３－１〕「ある」を選択した法人にお聞きします。事業所名、廃止する事業名、利用定員を記入

し、廃止時期を選択してください。 

 

法人 事業名 定員（人） 

廃止時期 

令
和
４
年
中 

令
和
５
年
中 

令
和
６
年
中 

令
和
７
年
中 

令
和
８
年
中 

未
定 

A 日中一時支援事業 2 〇      

 

〔４〕 貴法人内の各事業所で、縮小する予定の事業はありますか。（〇は１つ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

ある

1.5%

ない

98.5%

(n=66)

ない

100.0%

(n=66)

●「ある」の回答数が１件、「ない」が６５件

となっています。 

 

●「ない」の回答数は６６件、「ある」は０件

となっています。 
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８．障がい福祉サービスの種類と内容 
 

サービス名 サービス内容 対 象 者 

介護給付 

居宅介護 
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行いま

す。 

自宅での介護を必要とする者 

《障がい支援区分１以上》 

重度訪問介護 
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時にお

ける移動支援などを総合的に行います。 

重度の肢体不自由者で常時介護を必要とす

る者 

《障がい支援区分４以上で２肢以上に麻痺

があり、認定項目調査で「歩行」「移乗」「排

尿」「排便」が「できる」以外で認定された

者》 

行動援護 

自己判断能力が制限されている人が行動すると

きに、危険を回避するために必要な支援、外出支

援を行います。 

知的障がい又は精神障がいにより行動上著

しい困難を有する者であって常時介護を必

要とする者 

《障がい支援区分３以上》 

重度障がい者等 

包括支援 

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等の

複数のサービスを包括的に行います。 

常時介護を必要とする者であって、その介護

の必要の程度が著しく高い者 

《障がい支援区分６》 

同行援護 

外出時に同行し、移動に必要な情報提供をする

とともに、移動の援護その他外出する際の必要な

援助を行います。 

視覚障がいにより移動に困難を有する者 

短期入所 

（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 

自宅で介護する方が病気の場合などに、短期

間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介

護等を行います。 

居宅においてその介護を行う者の疾病その

他の理由により短期間の入所を必要とする

者 

《障がい支援区分１以上》 

療養介護 

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で

機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常

生活の世話を行います。 

病院等への長期の入院による医療的ケアに

加え、常時の介護を必要とする者 

《障がい支援区分６で気管切開を伴う人工

呼吸器による呼吸管理をおこなっている者、

障がい支援区分５以上で重症心身障がい

者、進行性筋萎縮症又は医療的ケアスコア

が１６点以上である者など》 

生活介護 

昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うととも

に、創作的活動又は生産活動の機会を提供しま

す。 

地域や入所施設において、安定した生活を営

むため、常時介護等の支援が必要な者 

《障がい支援区分３以上、５０歳以上は障が

い支援区分２以上》 

施設入所支援 
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せ

つ、食事の介護等を行います。 

夜間において介護が必要な者、通所によって

介護等を受けることが困難な者 

《障がい支援区分４以上、５０歳以上は障が

い支援区分３以上》 
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サービス名 サービス内容 対 象 者 

訓練等給付 

自立訓練 

（機能訓練） 

自立した地域生活を営むことができるよう、一定

期間、身体機能の維持・回復訓練を行います。 

地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の

維持・向上のための支援を必要とする者 

自立訓練 

（生活訓練） 

自立した地域生活を営むことができるよう、一定

期間日常生活能力を向上するための訓練や相談

支援を行います。 地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の

維持・向上のため、一定の支援を必要とする

者 自立訓練 

（宿泊型） 

住居の場を提供し、一定期間家事等日常生活能

力を向上するための支援、生活能力の維持・向上

のための訓練や相談支援を行います。 

就労移行支援 

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、

就労に必要な知識及び能力向上のために必要な

訓練を行います。 

一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実

習、職場探し等を通じ、適正にあった職場への

就労等が見込まれる者 

就労継続支援 

（Ａ型） 

通所により、雇用計画に基づく就労の機会を提供

するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高

まった者について、一般就労への移行に向けた支

援を行います。 

就労機会の提供を通じ、生産活動に係る知識

及び能力の向上を図ることにより、雇用計画

に基づく就労が可能な者 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

通所により、就労や生産活動の機会を提供（雇用

契約は結ばない）するとともに、一般就労に必要

な知識、能力が高まった者について、一般就労へ

の移行に向けた支援を行います。 

就労移行支援事業等を利用したが一般企業

の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達し

ている者などであって、就労の機会等を通じ、

生産活動に係る知識及び能力の向上や維持

が期待される者 

就労定着支援 

就労に伴い生じている生活面の課題の解決に向

けて、必要な連絡調整や指導・助言等の支援を行

います。 

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移

行した障がい者で、就労に伴う環境変化によ

り生活面の課題が生じている者 

就労選択支援 

障がい者本人が就労先・働き方についてより良い

選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用

して、適性等に合った就労選択の支援を行いま

す。 

就労アセスメントの手法を通して、利用者の適

正にあった職場への就労を希望する者 

共同生活援助 

（グループホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、必要に応じ

て入浴、排せつ、食事の介護等を行います 

常時介護等の支援が必要な者で共同生活に

より安定した生活をおくることができる者 

《障がい支援区分３以上、５０歳以上は障がい

支援区分２以上》 

障がい児通所支援 

児童発達支援 
障がい児に日常生活における基本的な動作の指

導、集団生活への適応訓練を行います。 

集団療育・個別療育が必要な乳幼児（就学

前） 

居宅訪問型 

児童発達支援 

障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基

本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を

実施します。 

外出することが困難な重症心身障がい児 

放課後等 

デイサービス 

障がい児に生活能力の向上のために必要な訓練

や社会との交流の機会を提供します。 

集団療育・個別療育が必要な児童・生徒（就

学後） 

保育所等訪問 
障がい児が集団生活を営む施設を訪問し、集団

生活への適応のための専門的支援を行います。 

保育所等に通う、または児童養護施設等に入

所する支援の必要な乳幼児・児童・生徒 
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９．地域生活支援事業の種類と内容 
 

サービス名 サービス内容 対 象 者 

相談支援事業 

障がい者からの相談に応じ、必要な情報等の提供

を行います。また、福祉サービスの利用計画を作成

し、福祉サービスの円滑な利用を支援します。 

 

市は次の事業所に事業を委託しています。 

ハートピア出雲、光風園、さざなみ学園、 

ふあっと、出雲サンホーム、かのん、 

プレーゲ、そうゆう相談センター、 

太陽の里 
 

在宅の障がい者や障がい児の保

護者又は介護を行う者等 

手話通訳者等 

派遣事業 

障がい者とその他の者の意思疎通を仲介する手

話通訳者、要約筆記奉仕員等の派遣を行います。 

聴覚、言語機能、音声機能、その

他障がいのため、意思疎通を図

ることに支障がある者 

日常生活用具給付 

重度障がい者に対し、日常生活がより円滑に行わ

れるための用具を給付します。 

負担上限月額の「所得を判断する際の世帯の範

囲」は補装具と同じです。 

 

日常生活用具の基準額について、市民税非課税

世帯及び生活保護受給世帯は１００％、市民税課

税世帯は９０％を給付します。 

同じ給付種目がある場合は、介護保険制度が優

先します。原則、耐用年数期間内は給付できませ

ん。 

重度障がい者で、日常生活を営

むことに支障がある者 

住宅改修費給付事業 

在宅の重度障がい（児）者が、段差解消などの住

環境の改善を行う場合の、用具の購入費及び改

修工事費を給付します。給付の額は、対象経費（助

成上限額２０万円）の市民税非課税世帯及び被保

護世帯は１００％、一般世帯は９０％を給付します。 

 

原則、給付は１回で、改修の前に申請が必要です。

（事後申請は対象になりません。） 

 

また、介護保険制度の住宅改修費給付事業が優

先します。 

下肢、体幹又は乳幼児期以前の

非進行性の脳病変による運動機

能障がい（移動機能障がいに限

る）を有する方で、障がい等級１

～３級の方（特殊便器については

上肢障がい２級以上でも可） 

コミュニケーション支援

事業 

意思疎通を図ることに支障がある者が病院又は診

療所へ入院したときに、居宅介護従事者又は重度

訪問介護従事者を派遣します。 

重度の肢体不自由と重度の知的

障がいが重複している者で、市が

定める要件を満たす者 

移動支援事業 

屋外での移動が困難な障がい者（児）について、

外出のための支援を行います。 

社会参加、短期入所時の送迎、通勤、通学など。 

屋外での移動に介助、支援が必

要な者 
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サービス名 サービス内容 対 象 者 

地域活動支援 

センター事業 

通所により、次の訓練等及び、創作的活動又は生

産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の

サービスを提供します。 

 障がい者生活介護型のみ、サービス給付のた

め受給者証の交付と利用者負担があります。 

 

 

障がい者 

生活介護型 

 身体機能又は生活能力向上のための訓練 

 入浴、排せつ、食事等の介護 

身体障がい者、知的障がい者、 

難病患者 

精神障がい者 

通所型 

 日常生活訓練、家事訓練等の訓練 

 会話、生活マナー等の社会適応訓練 
精神障がい者 

障がい者 

共同作業所移行型 
 日常生活及び社会適応のために必要な訓練 

身体障がい者、知的障がい者、

精神障がい者、難病患者 

訪問入浴事業 
訪問により居宅において入浴サービスを提供しま

す。心身の状況から清拭や部分浴も行います。 

自宅での入浴が困難で、入浴の

支援が必要な者 

日中一時支援事業 

障がい者福祉サービス事業所、障がい者支援施

設等において、障がい者（児）の日中一時預かりを

行います。 

家族等の都合等により、日中の

一時預かりが必要な者 

重度訪問介護利用者

大学修学支援事業 

重度障がい者が修学するために、必要な支援体制

を、大学等が構築できるまでの間において、修学に

必要な身体介護等のサービスを提供します。 

重度訪問介護利用者で大学に

在籍している者 

知的障がい者 

職親委託制度 

知的障がい者の自立支援に熱意を有する事業経

営者等の私人に一定期間預け、生活指導及び技

能習得訓練等を行います。 

知的障がい者 

障がい者自動車運転

免許取得費補助事業 

障がい者が運転免許を取得するための経費を助

成します。 

助成限度額 対象経費の２/３以内（上限１０万円） 

身体障がい者、知的障がい者、

精神障がい者 

身体障がい者自動車

改造費助成事業 

①身体障がい者自身が、所有し運転する自動車を

改造する場合 

②身体障がい者が自動車に乗降するための改造

をする場合 

上記①、②の改造経費を助成します（事前申請）。 

身体障がい者 

※②は肢体不自由障がい１、２級

のみ 
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（３）各種サービスの計画値 

区

分 
サービス名 

R3 

実績 

R4 

実績 

R5 

実績 

見込 

R６ 

計画 

R７ 

計画 

R８ 

計画 
単位 

訪
問
系 

居宅介護等 4,671 4,750 4,992 5,239 5,498 5,770 時間/月 

日
中
活
動
系 

生活介護 9,509 9,294 9,504 9,540 9,577 9,614 人日/月 

自立訓練（機能訓練） 66 68 73 78 83 88 人日/月 

自立訓練（生活訓練） 413 241 200 210 220 230 人日/月 

就労移行支援 423 387 330 345 360 380 人日/月 

就労継続支援Ａ型 1,014 874 1,056 1,090 1,115 1,140 人日/月 

就労継続支援Ｂ型 8,410 8,813 8,654 9,967 10,137 10,309 人日/月 

就労定着支援 15 19 23 27 33 39 人/月 

就労選択支援 ― ― ― ― 1,800 2,000 人日/月 

短期入所支援 261 236 247 259 270 283 人日/月 

療養介護 51 50 50 49 48 47 人/月 

居
住
系 

共同生活援助 212 214 215 234 245 256 人/月 

施設入所支援 288 283 285 280 275 269 人/月 

自立生活援助 19 12 9 15 16 18 人/月 

相
談
支
援 

計画相談支援 762 763 791 805 825 845 人/月 

地域移行支援 3 3 5 5 6 7 人/月 

地域定着支援 78 95 102 133 157 186 人/月 

補装具給付 430 376 410 415 420 425 利用者数/年 

障
が
い
児
通
所
支
援 

児童発達支援 374 317 377 384 391 399 人日/月 

放課後等デイサービス 4,367 4,348 4,854 4,959 5,067 5,177 人日/月 

保育所等訪問支援 13 1 1 5 10 15 人日/月 

居宅訪問型児童発達支援 0 0 0 0 0 3 人日/月 

障がい児相談支援 336 337 341 344 347 351 人/月 

地
域
生
活
支
援
事
業 

理解促進研修・啓発事業 引き続き、障がい者への理解促進、障がい者差別の解消に向け、取組を続けます。 

自発的活動支援事業 0 0 2 2 2 2 団体／年 

相談支援事業 9 9 9 9 9 9 箇所／年 

成年後見制度利用 

支援事業 

市長申立て 0 1 2 3 3 3 
件／年 

報酬助成 7 6 7 8 8 8 

意思疎通支援事業 

手話通訳等登録者数 165 163 175 175 190 190 

人/年 派遣事業実利用者数 40 41 43 45 45 45 

手話奉仕員新規登録者数 10 ― 12 ― 15 ― 

日常生活用具給付等事業 846 863 861 864 866 868 件／年 

移動支援事業 18,678 19,183 20,180 21,229 22,333 23,494 時間/年 

地域活動

支援 

センター 

障がい者生活介護型 3 2 2 2 2 2 

人/年 精神障がい者通所型 155 161 160 160 160 160 

障がい者共同作業所移行型 12 10 10 10 10 10 

訪問入浴事業 1,243 1,179 1,203 1,200 1,200 1,200 回/年 

日中一時支援事業 13,115 12,469 11,854 12,000 12,200 12,400 時間/年 
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区
分 

サービス名 
R3 

実績 

R4 

実績 

R5 

実績 

見込 

R６ 

計画 

R７ 

計画 

R８ 

計画 
単位 

地

域

生

活

支

援

事

業 

コミュニケーション支援事業 ０ ０ １ ３ ３ ３ 回/年 

重度訪問介護利用者大学修学支援事業 
利用者や対象期間が限定される事業のため、目標値は定めませんが、サービスを必

要としている方への制度周知を行い、適切な利用を促していきます。 

職親委託事業 

就労に関する様々なサービスが整備されてきたこともあり、第６期においては１事業者

のもとで利用がありました。第７期においても一般就労に向け引き続き支援に取り組み

ます。 

身体障がい者自動車改造費助成事業 7 10 10 10 10 10 件/年 

身体障がい者自動車運転免許取得費補助事業 1 0 10 10 10 10 件/年 

出
雲
市
独
自
サ
ー
ビ
ス 

障がい

者福祉

タクシー 

一般用 34,450 32,691 34,886 34,890 34,890 34,890 

枚/年 車いす用 11,887 12,058 12,868 12,870 12,870 12,870 

ストレッチャー用 1,930 2,105 2,246 2,250 2,250 2,250 

腎臓機能障がい者通院費助成事業 179 181 179 183 183 183 人/年 

自立支援医療費助成事業 5,423 5,257 6,011 6,251 6,501 6,761 人/年 

手話普及推進条例 

条例に基づき以下の施策を実施していきます。 

（１）手話に触れる機会の拡大 

（２）手話を学ぶ機会の確保 

（３）手話による情報発信及び情報取得の機会の拡大 

（４）手話による意思疎通支援の充実 

（５）手話通訳者等の育成及び確保 

（６）その他聴覚障がい者の特性に応じた意思疎通支援 

障がい者福祉施設整備費補助 

第６期中は、令和３年度（２０２１）１件、令和４年度（２０２２）３件の助成を行いました。

令和５年度（２０２３）は１件の見込みです。 

第７期については、事業者の意向確認が困難なことから目標値を定めませんが、県と

連携して事業を行います。 

 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業 7 4 5 5 6 7 件/年 

 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付 0 0 2 2 2 2 件/年 
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１１．障がい福祉サービス給付費の推移 
  単位：円 

区分 サービス種別 令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（予算額） 

介
護
給
付
費
・
訓
練
等
給
付
費
等 

居宅介護等 272,776,442 281,148,914 296,214,000 

療養介護 164,421,214 162,842,895 168,362,000 

生活介護 1,214,539,148 1,208,437,794 1,251,216,000 

短期入所 38,375,074 40,701,825 43,684,000 

施設入所支援 458,179,274 463,375,946 485,655,000 

共同生活援助 312,714,691 323,160,834 332,651,000 

自立訓練（宿泊型） 8,521,680 7,966,210 9,331,000 

自立生活援助 4,757,474 3,994,900 5,041,000 

自立訓練（機能型） 6,412,897 7,528,439 8,129,000 

自立訓練（生活型） 22,129,239 9,320,045 17,085,000 

就労移行支援 38,444,355 45,535,320 41,390,000 

就労継続支援（Ａ型） 94,584,256 82,116,781 92,004,000 

就労継続支援（Ｂ型） 853,314,949 932,955,059 927,243,000 

就労定着支援 5,310,730 6,675,510 6,843,000 

計画相談支援 150,606,136 152,562,987 154,847,000 

地域移行支援 1,355,210 2,024,200 1,842,000 

地域定着支援 6,262,910 11,168,730 7,978,000 

療養介護医療費 48,289,739 49,644,172 56,269,000 

特定障がい者特別給付 57,497,021 51,529,293 56,568,000 

小計（①） 3,758,492,439 3,842,689,854 3,962,352,000 

児
童
通
所
給
付
費 

障がい児相談支援 60,909,920 63,230,400 62,758,000 

障がい児発達支援 62,223,429 66,029,759 65,891,000 

放課後等デイサービス 556,595,537 561,279,942 575,107,000 

保育所等訪問支援 2,875,421 315,697 1,785,000 

小計（②） 682,604,307 690,855,798 705,541,000 

地
域
生
活
支
援
事
業 

移動支援事業 79,708,040 83,375,966 81,771,000 

日中一時支援事業 28,216,198 26,011,341 30,846,000 

地域活動支援センター事業 2,276,250 1,147,800 1,746,000 

訪問入浴事業 15,367,740 14,531,400 14,550,000 

コミュニケーション支援事業 0 0 97,000 

重度訪問介護利用者大学修学支援事業 0 0 0 

小計（③） 125,568,228 125,066,507 129,010,000 

合計（①＋②＋③） 4,566,664,974 4,658,612,159 4,796,903,000 
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１２．出雲市相談支援事業所一覧 
地域の障がい者・障がい児の福祉に関する様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提

供及び助言等を行います。                                       （令和５年１０月１日現在） 

№ 
機能 

強化 
委託 指定特定相談支援事業所等 住   所 

対   象 

障がい者 障がい児 

１ ◎ ○ ふあっと 武志町６９３-１ ●    

２ ◎ ○ 相談支援事業所ハートピア出雲 武志町６９３-４ ● ● 

３     ケアプランやわらぎ 知井宮町１１９２-９ ● ● 

４     指定特定相談支援事業所フライエ 小山町３６２-１ ●   

５   ○ 相談支援事業所かのん 神西沖町２４７６-１ ●   

６   ○ 障害者支援施設さざなみ学園 神西沖町２５３４-２ ● ● 

７   ○ 出雲サンホーム相談支援事業所 神西沖町１３１５ ● ● 

８     フィリア 灘分町５３２-１ ● ● 

９   ○ プレーゲ 灘分町６１３ ● ● 

１０     やまびこ園 佐田町一窪田１９８８ ●   

１１     障がい者自立支援事業所ぽんぽん船 多伎町多岐８９２-７ ● ● 

１２   ○ 相談支援事業所光風園 湖陵町大池２４０-１ ● ● 

１３     ＣＳいずも相談支援事業所 大社町入南８０-１ ● ● 

１４   ○ そうゆう相談センター 斐川町学頭１６２５-４ ●   

１５   ○ 太陽の里 斐川町名島９０ ●   

１６     美野園 美野町１６９４-２ ● ● 

１７     障がい者相談支援事業所ほっと 佐田町一窪田１９６１－５ ●   

１８     児童発達支援センターわっこ相談支援事業所 知井宮町２３８ ● ● 

１９     NPO 法人たすけあい平田 西代町１０３２-４ ●   

２０     くま＆ローズマリー相談室 湖陵町大池 482 ● ● 

２１     山根クリニック特定相談支援事業所 芦渡町７８９-２ ●   

２２     相談支援事業所Ｒｅｖｅ 武志町１８２-３ ● ● 

２３     相談支援事業所わんぱく 東福町１５６-１ ● ● 

２４     平安堂相談支援事業所 渡橋町３３４-１ ● ● 

２５     相談支援事業所麦の家 斐川町学頭１５１０-２ ●   

２６     特定相談支援事業所ぽてとはうす 平野町１１８３ ●   

２７     相談支援事業所ビリエット 平田町２１９４-５ ● ● 

２８     いんくるネットいずも 朝山町２８４ ● ● 

２９     相談支援事業所リレーション 大塚町８６９－１ ﾌﾟﾗﾝﾄ A-1 ● ● 

３０   相談支援事業所きらめき 里方町７５３-１  ● 

３１   あいか相談支援事業所 西園町３９１３-２ ● ● 

３２   特定相談支援事業所つなぐ 塩冶神前 2-6-12 ｺｰﾎﾟﾐｽﾃｨ２０１ ●  

３３   相談支援事業所ミライカ 東園町５４０-１ＣＲＯＣＣＨＩＯ Ｇ２ ● ● 

※ ◎は相談支援機能強化事業所 〇は委託相談支援事業所 
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１３．社会情勢 
〇国の主な動向、関係する法律など 

年 内       容 市の主な施策など 

Ｈ2３  

（2０１１） 

障害者基本法 一部改正（同年施行） 
 障害者権利条約の批准に向け、障がい者への障がいを理由

とした差別の禁止、また合理的配慮の提供など条約の趣旨
を反映 

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法
律（以下、「障害者虐待防止法」という。） 成立 
（平成２４年（2012）施行） 
 障がい者への虐待の通報義務、虐待を受けた障がい者に対

する保護について規定 

 「障がい者虐待防止センター」設置について規定 

「障がい相談ルーム」開設 
（～H25年７月まで） 
 市内商業施設内での相

談受付を開始 

Ｈ2４ 

（2０１2） 

障害者総合支援法 成立（平成２５年（2013）施行） 
 「障害者自立支援法」を改正・改称 

 「障がい程度区分」を「障がい支援区分」に改定 

 障がい福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標や地
域生活支援事業の実施事項に関する障がい福祉計画の策
定について規定 

 

「出雲市障がい者虐待防止セ
ンター」開設 
 虐待の相談・通報の届出

を受け、事実確認の調
査、他機関との調整や支
援を行う 

第３期障がい福祉計画策定 
障がい者福祉タクシー制度改
正 
 対象者を療育手帳 B 及

び精神障がい者保健福
祉手帳２級所持者へ拡
大、所得要件を新設 

Ｈ2５ 

（2０１３） 

障害者の雇用の促進等に関する法律（以下、「障害者雇用促進
法」という。） 一部改正（平成２８年施行） 
 雇用分野における障がいを理由とする差別的取扱いの禁

止、合理的配慮の提供義務 

 精神障がい者の法定雇用率の算定基礎の導入 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 一部改正 
（平成２６年（2014）施行） 
 精神障がい者の医療に関する指針の策定、保護者制度の廃

止 

 医療保護入院における入院手続き等の見直し 

障害者差別解消法 成立（平成２８年（2016）施行） 
 障がい者に対する不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮

の不提供の禁止 

 行政機関及び民間事業者の責務について明記 

 差別を解消するための支援措置等について規定 

 

Ｈ2６ 

（2０１４） 

難病の患者に対する医療等に関する法律（以下、「難病法」とい
う。）成立（平成２７年（2015）施行） 
 難病の患者に対する医療費助成に関する法定化 

 難病相談支援センターの設置、訪問介護の拡充について規
定 

障害者権利条約 批准 
 障害者基本法改正をはじめとする各法令の整備を経て批准 

 「全ての障がい者によるあらゆる人権及び基本的自由の完
全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並び
に障がい者の固有の尊厳の尊重を促進すること」が目的 

福祉医療費助成制度見直し 
 県制度の変更に伴い自

己負担上限額を見直し 

「ひきこもり相談窓口」設置 
 本人や家族からの相談

を受け付け、他部署や専
門機関を紹介 
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年 内       容 市の主な施策など 

Ｈ２７ 

（２０１５） 
 

出雲市障がい者計画、第４期
障がい福祉計画策定 

Ｈ2８ 

（2０１６） 

児童福祉法 一部改正（平成 2９年（201７）施行） 
 妊娠期からの切れ目ない支援を行う母子健康包括支援

センターの設置について規定 

 市町村において障がい児福祉計画の策定を規定 

 児童等に対する必要な支援を行うための拠点整備につい
て規定 

障害者総合支援法 一部改正 （平成３０年（2018）施行） 
 自立生活援助、就労定着支援のサービスを創設 

 障がい児の居宅訪問型発達支援サービスを創設 

 障がい児のサービス提供体制の計画的な構築 

 医療的ケアを必要とする児童に対する支援 

発達障害者支援法 一部改正（同年施行） 
 発達障がいの定義について規定 

 市町村の責務として相談体制の整備を行う 

障害者差別解消法に基づく職
員対応要領作成 
 出雲市職員の障がい者

に対する差別の禁止、
合理的配慮の提供につ
いて規定 

「出雲市障がい者差別相談セ
ンター」開設 
 障がい者や事業者から

の相談に応じ、他機関
への取次など解決に向
けた取組を行う 

Ｈ29 
（2０17） 

 

出雲市手話の普及の推進に関
する条例制定 
 手話の普及の推進に向け

た取組を行うことなどを明
記 

Ｈ30 
（2０１8） 

障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 成立（同年施
行） 
 文化芸術活動を通じた障がい者の個性と能力の発揮及び

社会参加の促進を図るための基本的な施策を規定 

 

第５期障がい福祉計画・第１期
障がい児福祉計画策定 
出雲市福祉のまちづくり条例
の改正 
 障がいを理由とした差別

の禁止、合理的配慮の提
供について明記 

Ｒ元 

（2０１９） 

障害者雇用促進法 一部改正（令和２年（2020）施行） 
 事業主に対する給付制度の創設 

 障がい者雇用に関する優良事業主の認定制度 

 障がい者活躍推進計画の策定について規定 

Ｎｅｔ119の運用開始 
 聴覚障がい等のある方

の緊急時の支援方法を
拡大 

Ｒ２ 

（2０2０） 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下、
「バリアフリー法」という。）一部改正（令和３年（2021）完全施
行予定） 
 公共交通事業者など施設設置管理者におけるソフト対策の

取組強化 

 国民に向けた広報啓発の取組推進 

「地域共生社会の実現のための社会福祉法の一部を改正する法

律」成立 

 市町村は障害福祉、子ども・子育て、介護保険等の分野や対象

者を越えた一体の支援事業として「重層的支援体制」を整備す

る。 

遠隔手話通訳サービスの開始 
出雲市障がい者活躍推進計画
策定 
 公務部門における障がい

者の活躍の場の拡大のた
めの取組について規定 

 

Ｒ３ 

（2０21） 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（「障害者
差別解消法」） 一部改正 （令和６年（202４）完全施行） 

 事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化

される。 

「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」成立 

 医療的ケア児及びその家族の生活を社会全体で支援 

出雲市障がい者計画、第６期
障がい福祉計画・第２期障が
い児計画策定 
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年 内       容 市の主な施策など 

Ｒ4 

（2０22） 

「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策
の推進に関する法律」（障害者情報アクセシビリティ・コミュニケ
ーション施策推進法）公布・施行 

 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施

策を総合的に推進 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
等の一部を改正する法律（令和６年（202４）施行） 

 障害者等の地域生活や就労の支援の強化等により、障害者

等の希望する生活を実現する。そのため、共同生活援助（グル

ープホーム）の支援内容の明確化することや、就労アセスメン

トを活用した「就労選択支援」の創設、精神障害者の希望や

ニーズに応じた支援体制の整備等が定められた。 

 

Ｒ５ 

（2０23） 

こども家庭庁設置 

 障がい児支援などに関する事務が厚生労働省から移管され

た。 
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〇障がい福祉サービスの主な報酬改定状況 

年度 内       容 

H27 

（2０１5） 

 
福祉・介護職員処遇改善加算の拡充 

 現行の加算の仕組みは維持しつつ、更なる資質向上の取組、雇用管理の改善、労働環境改
善の取組を進める事業所を対象に、更なる上乗せ評価を行うための新たな区分を創設。 

福祉専門職員配置等加算の見直し 

福祉専門職員の配置割合が高い事業所をより評価できるよう、新たな区分を創設 

食事提供体制加算の適用期限の延長等 

 平成２７年３月３１日までとなっている時限措置について、平成３０年３月３１日まで延長 

 食事の提供に要する費用の実態を踏まえ、食事提供体制加算の加算単位について見直し 

栄養マネジメント加算の見直し 

 平成２７年３月３１日までとなっている管理栄養士の配置要件の経過措置を廃止 

 施設入所者に対し栄養ケア・マネジメントが適切に行われるよう、現行の加算単位を引上げ 

視覚・聴覚・言語障がい者支援体制加算の対象拡大 

 算定対象となるサービスについて、日中活動系サービスのみから、施設入所支援、宿泊型自
立訓練及び共同生活援助にも拡大 

送迎加算の見直し 

 地域による算定基準の格差解消のため、都道府県の独自基準による取扱いを廃止 

 日中活動系サービスについて、送迎人数や送迎頻度等の要件を緩和し、新たな区分を創設 

 事業所と居宅間以外に、事業所の最寄り駅や集合場所までの送迎について加算の対象に
追加 

サービス管理責任者等の配置に係る研修修了の猶予措置の見直し 

物価動向の反映 

 前回改定以降の物価の上昇傾向を踏まえ、原則として一律に障がい福祉サービス等の基本
報酬を見直し 

地域区分の見直し 

 社会福祉施設等の措置費対象施設の地域手当の見直しに合わせ、障がい児サービスに係
る地域区分を見直し 

 

H29 

（2０１７） 

 
福祉・介護職員の技能・経験等に応じた昇給の仕組みを構築した事業者に対して、新たな上乗
せ評価を行う加算を創設 

 

H30 

（2０１８） 

障がい者の重度化・高齢化を踏まえた、地域移行・地域生活の支援 

 重度の障がい者への支援を可能とするグループホームの新たな類型を創設 

 一人暮らしの障がい者の理解力、生活力等を補うための支援を行う新サービス（前回の法
改正に伴うもの）、「自立生活援助」の報酬を設定 

 地域生活支援拠点等の機能強化 

 共生型サービスの基準・報酬の設定 

医療的ケア児への対応等 

 人工呼吸器等の使用やたん吸引などの医療的ケアが必要な障がい児が、必要な支援を受
けられるよう、看護職員の配置を評価する加算を創設 

 障がい児の通所サービスについて、利用者の状態や事業所のサービス提供時間に応じた評
価を行う 

 障がい児の居宅を訪問して発達支援を行う新サービス（前回の法改正に伴うもの）、「居宅
訪問型児童発達支援」の報酬を設定 

精神障がい者の地域移行の推進 

 長期に入院する精神障がい者の地域移行を進めるため、グループホームでの受入れに係る
加算を創設 

 地域移行支援における地域移行実績等の評価 

 医療観察法対象者等の受入れの促進 
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年度 内       容 

H30 

（2０１８） 

就労系のサービスにおける賃金・工賃の向上、一般就労への移行促進 

 一般就労への定着実績等に応じた報酬体系とする 

 一般就労に移行した障がい者に生活面の支援を行う新サービス（前回の法改正に伴うも
の）、「就労定着支援」の報酬を設定 

障がい福祉サービスの持続可能性の確保 

 計画相談支援・障がい児相談支援における質の高い事業者の評価 

 送迎加算の見直し 

 

Ｒ元 

（2０１９） 

 
障がい福祉人材の処遇改善 

 現行の福祉・介護職員処遇改善加算に加えて、リーダー級の障がい福祉人材について他産
業と遜色ない賃金水準を目指し、経験・技能のある職員に重点化しつつ、障がい福祉人材
の更なる処遇改善を行う。 

現行の福祉・介護職員処遇改善加算の加算率の見直し 

障がい福祉サービス等に関する消費税率引き上げ分を上乗せ 

 

R3 

（２０２１） 

障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援、質の高い相談支援を提供する
ための報酬体系の見直し等 

 グループホームにおける重度化・高齢化への対応 

 自立生活援助の整備の促進 

 地域生活支援拠点等の整備の促進・機能の充実 

 重度障害者支援加算の見直し（生活介護・施設入所支援） 

 質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し 

効果的な就労支援や障害児者のニーズを踏まえたきめ細かな対応 

 就労移行支援・就労定着支援における支援の質向上に資する報酬等の見直し 

 就労継続支援Ａ型・B型の基本報酬等の見直し 

 医療型短期入所の受入体制強化 

医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進 

 医療的ケア児の基本報酬の創設（障害児通所支援） 

 放課後等デイサービス・児童発達支援センターの報酬体系等の見直し 

 障害児入所施設における報酬・人員基準等の見直し 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進 

 当該ケアシステムの構築に資する取組を評価する。 

（夜間の緊急対応･電話相談の評価、地域移行実績の更なる評価など） 

感染症や災害への対応力の強化 

 感染症対策や業務継続に向けた取組、災害に当たっての地域と連携した取組を強化す

る。 

障害福祉サービス等の持続可能性の確保と適切なサービス提供を行うための報酬等の見直し 

 障害福祉現場の業務効率化のためのＩＣＴ活用 

 障害福祉現場の業務効率化のためのＩＣＴ活用 

 障害者虐待防止の更なる推進 

 身体拘束等の適正化の推進 

 福祉・介護職員等特定処遇改善加算等の見直し 

R４ 

（２０２２） 

障がい福祉人材の処遇改善 

 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、令和４年１０月以降について臨時の

報酬改定を行い、収入を３％程度（月額平均９，０００円相当）引き上げるための措置を講じる

こととする 
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１４．計画の審議経過 
本計画の策定にあたり、施策推進協議会において内容を審議しました。 

各会における審議内容については以下のとおりです。 

回数 開催年月日 議題 

第１回 令和５年（２０２３） ７月１２日 
計画の位置づけ、計画検討スケジュール、 

計画構成（案） 

第２回 令和５年（２０２３） ９月２９日 計画素案 

第３回 令和５年（２０２３）●月●日 計画素案 

第４回 令和６年（２０２４）●月●日 計画最終案（パブリックコメントを反映） 
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